
白河市行政改革推進委員会条例白河市行政改革推進委員会条例白河市行政改革推進委員会条例白河市行政改革推進委員会条例    平成２０年３月３１日 白河市条例第３号 
 

 （設置） 

第１条 地方分権の進展や社会経済情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な市政

の実現に向け、市民の視点から行政改革を推進するため、白河市行政改革推進委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、本市の行政改革に関する重要事項を審議し、

その結果を市長に答申する。 

２ 委員会は、行政改革の実施状況等について適宜報告を受けるとともに、市長に対

し必要な意見を述べることができる。 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員７人で組織する。 

２ 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名

する委員がその職務を代理する。 

 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 

 （意見の聴取等） 

第７条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席さ

せ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

 



 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、行政改革を担当する部署において処理する。 

 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

会議に諮って定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２０年６月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 委員の委嘱のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、こ

の条例の施行前においても行うことができる。 

 


